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エグゼクティブサマリー
2021年3月23日、英国政府は、証拠の提出を求める協議文書や協議対応文書とともに、 
「税務政策とコンサルテーション：2021年春（Tax policies and consultations: Spring 
2021）」と題した勅令書（コマンドペーパー）を発表しました。2020年7月に発表された 
ように、これらの多数の文書や発表は、政府の10年間の税務行政戦略を実現するための
次のステップを形作ることを目的としています。しかし、それ以外にも、重要な税務問題 
全般にわたる政策に関連した措置があります。

発表されたコンサルテーションの中には、移転価格文書化に関する新たなコンサルテーション 
が含まれています。このコンサルテーションでは、大企業に対する移転価格関連の文書 
保存要件の潜在的な変更と、移転価格税制の影響を受けるすべての企業に対する新たな
税務申告義務の導入について意見を求めています。コンサルテーションは2021年6月1日
まで受け付けています。

現在、英国歳入関税庁（HMRC）の移転価格文書化要件は、企業が正確で完全な納税申告を
行うために十分な記録を保持するという、比較的一般的な文書保存要件によって管理されて
います。このコンサルテーションでは、以下に対する潜在的な変更について検討します。

• 大企業の移転価格関連の文書保存要件

• 移転価格税制の影響を受けるすべての企業に対する新たな税務申告義務の導入

本コンサルテーション文書では、英国の企業により高い確実性を提供し、HMRCにより質 
の高いデータを提供して、より効率的で的を絞ったコンプライアンス介入を可能にし、
英国の税務執行を他国の同等な税務当局の移転価格文書化要件や経済協力開発機構
（OECD）のBEPS行動13最終報告書とより密接に連携させることを目的として、現行の
移転価格文書化要件を更新・強化することを検討しています。

なお、さらなる詳細として、2021年4月6日付EY Global Tax Alert [UK issues new 
consultation on transfer pricing documentation]（英語）もご覧ください。

https://www.gov.uk/government/consultations/transfer-pricing-documentation
https://www.ey.com/en_gl/tax-alerts/uk-issues-new-consultation-on-transfer-pricing-documentation
https://www.ey.com/en_gl/tax-alerts/uk-issues-new-consultation-on-transfer-pricing-documentation
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弊法人では、上記ニュースレター、専門雑誌への寄稿記事及び海外の税制動向を定期的にメールマガジン
にて配信しております。
メールマガジン配信サービスのお申し込みをご希望される方は、以下をご参照ください。
1. https://www.eyjapan.jp/connect-with-us/mail-magazine/index.html を開きます。
2. 「メールマガジンの新規登録について」に従い、メールマガジン登録ページよりご登録ください。
* なお、本メールマガジン登録に際しては、「個人情報の取扱い」についてご同意いただく必要がござい
ます。
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